
000.平成26年度　業務棚卸表　整理表

部名 課名 係名 №
総合計画
施策の柱

任務目的（課・係等の目的）

1 1-3 適正かつ円滑な行政運営を図る
2 ― 各種選挙の適正な管理執行を図るとともに、投票率の向上を図る

調整室 人事研修係 3 1-3 最小限の職員数による効率的・効果的な市政運営の実現
4 1-1 わかりやすく情報を発信し、行政と市民との情報の共有化を図られている状態
5 ― 二役の業務が円滑に運営されるようにする
6 1-3 事務処理が効率化され、市民に迅速で正確なサービスを提供できるようにする
7 ― 個人情報について、市民の権利利益が保護されるようにする
8 4-2 地域文化の交流を通じて人のつながりなどを地域の活性化に活かす
9 7-7 コミュニティバスを運行し、公共交通空白域に居住する市民の足の確保と利便性向上を図る。また、市民交流の促進や移動制約者の外出支援を図る

自治振興係・市民協働係 10 1-1 協働の担い手である市民、市民活動団体、企業及び行政が、信頼関係で結ばれ、お互いの特性を活かし責任を分かち合う取り組みを推進する

11 4-2 菊川市に暮らす外国人と市民との相互理解を深め、習慣や文化の違いによる諸問題の減少を目指す
12 1-2 男女共同参画施策を総合的・計画的に推進する
13 4-1 市民と行政がお互いに協力し合う協働によるまちづくりを推進し、市民の自主的な活動が生まれるようにする

防災計画係 14 7-8 市民の防災意識の高揚が図られ、自主防災組織などの育成・強化がされる
防災係 15 7-8 市民の防災意識の高揚が図られ、自主防災組織などの育成・強化がされる

16 7-6 交通安全対策を充実させ交通事故の減少に努める
17 7-10 防犯体制を強化する。
18 ― 総合計画に定める基本構想に掲げたまちづくりの将来像を実現するため、施策を着実に推進する
19 ― 地域活性化に関する各種制度の活用検討や緊急経済対策の実施など地域活性化を推進する

調整室 20 1-3 広域的な課題が解決されるとともに、市の枠を超えて取り組むことで効果が高まる事案について周辺市と連携する
21 ― 県など関係機関と協力し、エネルギー政策の推進を図る
22 ― 各種統計事務について、迅速且つ適正な処理を行う
23 7-11 子育てしやすいまちづくりに取り組む
24 ― 10周年事業の実施

行財政改革係 25 1-3 良質で充実した市民サービスの提供と効率的・効果的な市政運営の実現
財政係 26 1-3 将来にわたり持続可能な財政基盤を構築する

27 ― 円滑な行政運営を図るため、安全で快適な庁舎の管理を行う
28 ― 効率的な市有財産の管理を推進する
29 ― 適正な契約を推進する

工事検査係 30 ― 公共工事（関連業務委託）において、書類等が適正に処理されるとともに、良質な公共施設が提供されている状態
管理係 31 ― 市民が信頼できる税務行政を確立するとともに、円滑な行政運営を支える財政基盤の強化を目指す
市民税係 32 ― 市民が信頼できる税務行政を確立するとともに、円滑な行政運営を支える財政基盤の強化を目指す
資産税係 33 ― 市民が信頼できる税務行政を確立するとともに、円滑な行政運営を支える財政基盤の強化を目指す
徴収対策係 34 ― 市民が信頼できる税務行政を確立するとともに、円滑な行政運営を支える財政基盤の強化を目指す
市民係 35 ― 快適で満足度の高い窓口サービスの提供を行う
国保年金係 36 ― 社会保障制度に係る事務の適正執行

調整室

社会福祉係 41 2-2 地域住民を主体とする住民相互の「助け合い」を基本においた地域福祉を推進し、誰もが安心してくらすことができるまちづくりを目指す

生活福祉係 42 2-2 地域住民を主体とする住民相互の「助け合い」を基本においた地域福祉を推進し、誰もが安心してくらすことができるまちづくりを目指す

調整室 障がい者福祉係 43 2-6 障がいのある人が地域で自立した生活ができ、安心して暮らすことができる社会の実現
児童福祉係 44 2-3 安心して子どもを育てられるまち
高齢者福祉係・包括支援係 45 2-4 高齢者が生きがいを持って生活を送ることができる社会の実現
介護保険係 46 2-5 介護保険制度の確実な運用により、適正で充実した介護サービスの実施を図る
成人保健係 47 2-1 心身の健康を図るため、疾病の予防、早期発見、早期治療に努める
母子保健係 48 2-1 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図る

49 7-3 公共用地（道路・河川）の適正な運用を図る
50 7-8 災害被害の軽減を図るため、河川管理を充実させる

調整室 51 7-6 道路を安全に通行させることができるようにするため、交通安全対策を充実させる
52 7-3 円滑な交通体系を確立するとともに、市民誰もが安全に安心して快適な移動ができるようにする
53 7-8 河川の整備を進め、防災対策の充実を図るとともに、災害時における復旧工事など迅速な対応をする

都市計画係 54 7-1 各種法制度の適切な運用を図り、都市機能と自然環境が共生するまちづくりを行う
住宅建築係 55 7-8 建築及び都市の安全性が確保されるとともに、生活環境が整備されるようにする

56 7-5 市民が安全で利用しやすい環境を維持するために、適正な公園管理を推進する
57 7-2 中心市街地の都市機能更新と高度利用によって、活性化した都市空間にする

区画整理係 58 7-2 中心市街地の都市機能更新と高度利用及び新たな市街地形成と住環境整備を推進し、活性化した都市空間と都市機能の高度化を図る

59 6-2 地元及び他市からの購買率を向上させることにより、商業の活性化を図る
60 6-3 工業振興を図るため、企業誘致を推進するなど、市内の経済の活性化を目指す
61 6-4 観光資源のネットワーク化と情報発信を図るとともに、新たな観光資源を発掘するなど交流人口の増加につなげる

商工観光係 62 7-10 消費者が安全で安心できる消費生活を送ることができる状態を目指す
農業振興係・農地利用係 63 6-1 農業振興を図るとともに、次世代農業を推進する
農業振興係 64 5-2 自然環境の保全を通じて、良い環境が保たれるようにする
土地改良係 65 6-1 農地の高度利用を可能にするための農業生産基盤整備を推進し、農業の振興を図る

総務係・学校教育係 67 3-1 基礎・基本の定義と主体的に課題を見つけ、自ら学び自ら考える児童生徒の育成
給食センター係 68 3-1 児童生徒にとって、安心で安全な給食を提供する

調整室

70 3-2 次世代を担う青少年が、様々な体験を通じて、地域社会における自らの役割と責任を自覚し、健全で伸びやかに育つような人づくりを進める

71 3-3 市民が心豊かで充実した人生を送ることができるように、多様化・高度化する学習意欲に応える
72 3-5 文化振興を図るため、市民に豊かな芸術文化に接する機会を提供する
73 4-3 次世代を担う若者が、地域活動に気軽に参加できるように、地域づくり組織に情報提供を行う

スポーツ振興係 74 3-6 一人１スポーツが普及され、市民一人ひとりが健康で心豊かな生活を送ることができるようにする
文化振興係 75 3-4 かけがえのない郷土の歴史的遺産や伝統的工芸・芸能・行事を適切に保護・保存・活用し、次世代に伝承する
図書１係（菊川文庫）・
図書２係（小笠図書館）

企画係

小笠支所の存在意義を踏まえ、支所ならではの市民サービス、窓口サービスに努める。

福祉課

幼児教育課 幼児教育係 69 2-3 安心して子どもを生み育てていくことができる社会の実現

5-138

秘書広報課
秘書広報係

より良い環境を将来の世代に受け継いでいくために、循環型社会を目指した生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る環境推進課 37 5-3

交通防犯係

地域支援課

自治振興係

市民協働係

安全課

企画政策課

契約管財係財政課

水道経営の健全化を推進するとともに、良質な水の安定供給を確保する

環境政策係・環境推進係

水道課

下水道課 庶務係・事業係 公共用水域の水質保全を図るとともに、公衆衛生の向上を図る

庶務係・事業係 39 7-4

都市政策課

小笠総合サー
ビス課

菊川市の基幹産業である菊川茶の名声を高めるため、消費拡大事業に取り組むとともに、茶業の安定と発展に努める

商工観光課

農林課

茶業振興課

都市整備課

40 ―

議会事務局

産業振興係・商工観光係

支所

図書館

管理係

整備係

都市整備係

3-3

社会教育係
社会教育課

茶業振興係 66 6-5

総務係

監査係

建設課

長寿介護課

健康づくり課

76

議会

監査委員

教育総務課・
学校教育課

―

― 公正で合理的かつ効率的な行政運営を担保する

市民の代表である市議会議員の活動が円滑かつ適正に行われるとともに、効率的で開かれた議会の運営ができる環境の実現

行政活動に伴う債権・債務処理が、適正かつ効率的に行われるようにする

監査委員
事務局

会計係

読書への興味や関心を高めるとともに、生涯学習機会を提供し、図書館利用者を増やす

77

78

79

―

生活環境部

会計課

建設経済部

教育文化部

会計管理者

企画財政部

危機管理部

総務部

情報政策係

健康福祉部

税務課

市民課

行政係
総務課

市民福祉係


